
犬山市では、業務の見直しなどによって不用となった公有財産を財源確保の観点から売却しています。

市ホームページや広報にて売却する土地の情報を公開します。

各物件の詳細をご確認ください。

入札は、インターネットオークションで行います。

「KSI官公庁オークション」への会員登録が必要です。

官公庁オークションへの参加者情報の入力、犬山市への書類提出が必要です。

様式等は市ホームページに掲載していますので、ご確認ください。

犬山市で書類の確認後、「入札保証金」の納付書を送りますので、

期日までに市役所または金融機関で支払いしてください。

※郵便局、ATMでの支払いはできません。

官公庁オークションにて入札金額を登録してください。

※登録は１度のみとなりますので、金額の間違いにお気をつけください。

入札期間終了後、犬山市で開札し、予定価格以上でかつ最高価格で入札した方を

落札者として決定します。最高価格（同額）での入札者が複数いる場合は、くじで

落札者を決定します。

落札者は、犬山市と売買契約を締結します。

落札者以外の方へは、入札保証金を口座振込で

お返しします。

市が発行する納付書にて売買代金を支払いしてください。

※入札保証金は、売買代金の一部として充当できますので、残りの金額を

お支払いください。

「所有権移転登記請求書」を市に提出してください。

売買代金支払いの確認後、市が法務局にて所有権移転登記を行います。

※抵当権設定登記が必要な場合は、司法書士に依頼をしてください。（落札者負担）

法務局にて登記完了後、「登記識別情報通知」をお渡しします。

「公有財産受領書」を市に提出すると、手続き完了となります。

※各種手続き等に必要な費用（収入印紙、登録免許税等）は、落札者の負担となりますのでご注意ください。

※オークション開催期日は、官公庁オークションにて決められています。開催時期になりましたら、詳細を市ホームページに

掲載しますので、ご確認ください。（犬山市の土地を売却する予定が無ければ掲載はありません。）

【問合せ先】犬山市経営部経営改善課　電話番号：0568-44-0301（直通）
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